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宿日直許可申請に向けての勤改センターの支援

大阪府医療勤務環境改善支援センター 森 章

1

①医師の働き方改革
・時間外労働の上限規制
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労働時間法制について

•使用者は、1週間に、40時間を超えて労働させてはならない。（労働基
準法第32条）

•使用者は、1日に、8時間を超えて労働させてはならない。（労働基準
法第32条）

•上記時間を超えて労働する場合は、36協定を締結し監督署に届出を
することにより時間外休日労働は可能となる。（労働基準法第36条）

3

時間外労働の上限規制 改正労働基準法2019年4月施行

厚生労働省 「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」から
4
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医師については、上限規制の適用が猶予

厚生労働省 「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」から 5

6医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめの
公表について（参考資料から）
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②宿日直許可申請
・大阪勤改センターの支援

7

労働基準法41条の規定に基づき、監督署の
許可を得れば、その限りにおいて同法の労
働時間、休憩及び休日に関する規定の適用
が除外される。

• 宿日直の許可をとることで宿日直中は、労働時間としてカ
ウントしない。

• 休憩や休日を与える必要はない。

８
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（時間計算）
第三十八条 労働時間は、事業場を異にす
る場合においても、労働時間に関する規定
の適用については通算する。

宿日直の許可をとることで労働時間とし
てカウントしないから通算はされない。

9

別紙①Ｂ病院からＡ病院への宿直医師の派遣
（労基則第23条関係）

Ｂ病院

丙Ｄｒ．昼勤

Ａ病院
甲Ｄｒ．昼勤
乙Ｄｒ. 昼勤

宿直（則23条）
甲Ｄｒ．
乙Ｄｒ.
丙Ｄｒ

昼勤と宿直の労働時間の通算はしない

昼勤と宿直の労働時間の通算はしない

労働基準監督署へ則23条断続的な宿直（様式10号）で申請

この例では1回の宿直人数3人で申請

本来の業務とは別に宿日直勤務をする
者については規則23条が適用される。
（昭34.3.9 33基収6763号）

Ｂ病院での昼勤とＡ病院での宿直は全
体として一体として考えるので、宿日
直勤務を本来の業務とする断続的労働
（則34条 様式14号）には該当しない。

夜からＡ病院で宿直勤務

10
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例えば、年間の時間外・休日労働が1500
時間を超えている医師がいる場合

• 宿直15時間を週1回はいる⮕月4週として15時間×4＝60時間
• 月60時間×12月＝年間720時間
• １500時間-720時間＝780時間

• 宿日直許可を取ると年960時間以下となりA水準でいける。
• 裏を返せば宿日直許可を取っていないので、年間の時間外・休

日労働時間が1500時間になる。

11

宿日直許可申請に関する解説資料（参考事例）22.07 「いきサポ」から 1３
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宿日直の回数

•許可の対象となる宿直又は日直勤務回数について
宿直勤務➡週１回
日直勤務➡月１回

が限度です。

よって宿日直の勤務に就くことのできる医師は最低７名程度必要です。

13

断続的な宿日直許可とは
•手待ち時間が多い
•パラパラと患者がくる程度。
•問診等による診察＝応急患者の診療

14
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医師の協力が欠かせない

• 通常の勤務が継続していない
• 特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務（問診等による

診察等や、看護師等に対する指示、確認）
• 手待ち時間が多く、パラパラと患者がくる程度
• 十分な睡眠がとり得る

これらを証明する必要がある

15

16

大阪勤改センターの支援ツール
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17

大阪勤改センターの支援ツール

18

大阪勤改センターの支援ツール
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宿日直許可申請とインターバルとの関係

19

• B・C水準では連続勤務時間制限や勤務間インターバルという追加的
健康確保措置が義務となり、時間管理が面倒になる。出来るだけ宿日直許
可を取ることにより、A水準の960時間におさめたい。

• B・C水準の１８６０時間におさめたいが、宿日直許可を取らないと
おさまらない

• 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９
時間の連続した勤務間インターバルが確保されたものとみなされる。

• 大学病院、地域支援病院等が医師を派遣し易くするために、派遣先
病院（市中病院）においても宿日直の許可を取りたい。

20

医療機関が宿日直許可を取りたい上位４つの理由



2023/7/19

11

21
第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料から

21

第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料から
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23
2２

第13回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料から

医療機関から見た宿日直許可に向けた取組フロー（イメージ）

24

①申請書類の確認・準備①申請書類の確認・準備 ②監督署への相談②監督署への相談 申請申請 ③監督署による実地調査③監督署による実地調査 許可許可

□ 宿日直許可申請に必要な書類
を確認します。

□ 書類を揃えるために必要な宿
日直の実態を把握します。
（ex. 宿日直中に従事する業務内容や業務
内容ごとの対応時間など）

□ 医療機関の宿日直の実態から、
どのような宿日直許可を取得する
か検討します
（ex. 一部の時間帯か全部の時間帯か、一
部の診療科か全部の診療科か など）

□ 許可申請書を記載し、必要な
添付書類を揃えます。

①主な対応①主な対応

□ 監督署に連絡の上で（※）申請
書類を持参し、申請内容や宿日直の
実態等を説明します。
（ex. 医療機関の概要、許可申請書や添付書
類の内容について説明します。）

□ 監督署が申請書類を確認後、許
可を行うために、追加資料の提出を
求めることもありますので、必要な
対応を検討します。
□ 監督署が宿日直の実態を踏まえ
て、許可を行うために、医療機関に
助言を行うことがありますので、助
言を受けた対応も検討します。

②主な対応②主な対応
※事前の連絡（アポ）はなくても問題あ
りませんが、あった方がスムーズです。

※①は監督署に随時相談しながら進めるとスムーズになることが考えられます。

□ 監督署から連絡があります
ので、実地調査の日程を調整
します。

□ 実地調査に対応します。
（ex. 提出した書面だけでは確認でき
なかった点に関するヒアリング、宿
日直許可の対象となる医師等からの
ヒアリング、仮眠スペースの確認な
どが実施されることがあります。）

③主な対応③主な対応

※①～③を通じて、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターにも相談しながら進めるとスムーズになることが考えられます。

※このタイミングで個別の助言がある場合も
あります。

□ 監督署から許可
証を交付する旨の連
絡がありますので、
日程を調整の上で受
け取りにいきます。

④主な対応④主な対応

※ケースに応じて 断続的な宿直又は日直勤務許可書 

                                                                   第 号 

                                                                     令 和  年  月  日 

事業場の名称   

所 在 地         

代表者職氏名            殿 

 

                                                            労働基準監督署長  印 

 

  令和 年 月 日付けをもって申請のあった断続的な宿直又は日直の勤務については，下記の附款を

付して許可する。 

  なお，この附款に反した場合は，許可を取り消すことがある。 

 

記 

 

１  １回の勤務に従事する者は次のとおりとすること。 

          宿直   人以内 

          日直   人以内 

２  １人の従事回数は次の回数を超えないこと。 

          宿直   週 回 

          日直   月 回 

３  勤務の開始及び終了の時刻は，それぞれ次のとおりとすること。 

          宿直   開始   時   分より前に勤務につかせないこと。 

                 終了   時   分より後に勤務につかせないこと。 

          日直   開始   時   分より前に勤務につかせないこと。 

                 終了   時   分より後に勤務につかせないこと。 

４  １回の宿直の手当額は      円以上とすること。 

  １回の日直の手当額は      円以上とすること。 

    なお，この金額については将来においても，宿直又は日直の勤務につくことの予定されている同種

の労働者に対して支払われている賃金の１人１日平均額の３分の１の額を下回らないようにするこ

と。 

５  通常の労働に従事させるなど，許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。 

６  宿直の勤務につかせる場合は，就寝のための設備を設けること。 

（備考） 

 この処分に不服がある場合は，処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をする 

ことができます。ただし，処分があった日から１年を経過した場合は，審査請求をすることができません。 

 この処分に対する取消訴訟は，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。），この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。ただし，処分があった日から１年を経過した場合は，提起するこ

とができません。 

 また，厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には，この処分に対する取消訴訟は，その審査請求に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし，裁決があった日から１年を経過した場合は，提起することができません。 

※申請から許可（不許可）までの期間は、申請関係書類の不備の有無、実地調査の日程調整の状況、追加の確認事項の有無など、個別の事情によって
異なります。時間的余裕を持った事前の相談及び申請を心掛けてください。
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勤改センターによる宿日直許可申請に関する支援

25

◇ 医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）は、医療機関の勤務環境改善に関して総合的・専門的な支援を行う体制として、各都道
府県が設置しています（改正医療法（平成26年10月施行）に基づき、平成29年３月末時点で全都道府県に設置）。

◇ 都道府県が直接運営しているセンターのほか、県医師会や病院協会等の医療関係団体、社会保険労務士会等の団体が委託を受けて運
営している場合があります。

◇ 勤改センターには、医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）や、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が配置され、
連携しながら医療機関の勤務環境改善や医師の働き方改革の取組を支援しています。

勤改センターとは

勤改センターが行う宿日直許可に関する支援（例）

◆ 医療機関向けのセミナーの開催

◆ 宿日直許可制度や申請手続きに関す
る説明、助言 等

◆ 医療機関訪問による個別支援（医療
機関の状況を踏まえた申請方法、申請書
類の準備に関する助言等）

相談支援

◆ 医療機関からの希望に応じて、照会した
い事項を都道府県労働局監督課（労働
基準監督署）へ個別照会
（匿名による相談も可能）

労働局への照会

◆ 医療機関からの希望に応じて、宿日直
許可の申請を行うに当たって同席する。

⇒ 監督署の担当官からの説明、質問等
をともに聞き、内容等を医療機関にわかり
やすく伝える など

許可申請時の支援

医療機関の宿日直許可申請に関する支援が最優先課題の１つ。

④
連
携
し
、
隘
路
と

な
っ
て
い
る
事
項
等
を

確
認
し
た
う
え
で
、
必

要
な
支
援
を
行
う
。

26
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医療機関の宿日直許可申請に関する相談を受け付ける窓口の設置

◇ 令和４年４月から、医療機関の「宿日直許可申請」に関する相談窓口を厚生労働省に設置

◇ 受け付けた相談については、厚生労働省本省で検討の上、回答

※ 訪問による支援が適切な相談など、現地での具体的な支援が有効な相談については、相談者の意向も踏まえ、厚生労働省本省経由で医療勤務環境改
善支援センター（医療労務管理アドバイザー）が必要な支援を実施

宿日直許可の申請を検討している
医療機関（病院・診療所）

宿日直許可申請に
関する相談

（相談する医療機関のイメージ）

・ 労働基準監督署に相談することに対して不安や
ためらいがあるので、実際に相談する前に、監督署
への相談についてざっくばらんに聞きたい。

・ 地域の医療勤務環境改善支援センターや、労働
基準監督署に相談しているが、相談内容について、
厚生労働省本省の専門家にも相談してみたい。

など

厚生労働省本省
（宿日直許可申請に関する相談窓口）

相談内容に即した
助言等

医療勤務環境改善支援センター
（相談した医療機関の所在地を担当）

現地での具体的な
支援が有効な相談等

訪問支援等を実施

※日頃から、医療機関の勤務環境改善に関する相談に
応じ、必要な支援を実施（都道府県ごとに設置）

※ 労働基準監督署に相談したい内容を確認。相談者
の意向を踏まえて、必要な支援を実施。

労働基準監督署

連携
申請・相談

支援

27

宿日直許可に関するＦＡＱ/許可事例等の周知
Q. 労働基準監督署は怖いイメージがあります。担当職員の方は優しく対応してもらえますか。
A. 労働基準監督署に対しては、宿日直許可申請に関する相談があった場合には、医療機関の実情を踏まえて、寄り
添いながら丁寧な対応をするよう指示をしています。引き続き、安心してご相談いただけるように努めていきます。
なお、お困りの際には、医療勤務環境改善支援センターや本省の相談窓口も活用いただくことが可能です。

28
（注）あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可

が判断されるものではありません。

二次救急病院救急指定の別
900人労働者数（病院全体）350床病床数（病院全体）

内科、小児科、外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リ
ハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急診療科、病理診断科、精神科

許可取得した診療
科・部門

勤務医44人宿日直許可の対象医
師数

宿直（週１回）：18時～翌９時 日直（月１回）：９時～18時許可取得した宿日直
勤務時間帯

ICU（集中治療室）の非常事態に備えての待機、処置確認、呼出対応許可を取得した業務
最大収容患者数４人のICUにおいて、
・１日１回、看護師が実施した投薬等の記録をチェックし、主治医の指示ど
おりの措置がなされていることを確認する「処置確認」（約２分）
・月１回程度、看護師から呼出を受け、急変患者の容態を確認し、主治医又
は専門医に連絡を取るか否かの判断のみを行う「呼出対応」（約20分）
休日・夜間の急患には夜勤医が対応し、宿日直勤務医による対応なし。

労基署の調査概要

ＩＣＵ、救急

【ポイント】救急等でも対象業務が「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」で
あれば許可される場合がある。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 宿日直許可事例の例 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220621_02.pdf
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20210720_02.pdf

○医療機関の宿日直許可申請に関するFAQ・許可事例等を公表しています。
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抜粋

医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口と支援（まとめ）
宿日直許可申請に関して、医療機関の状況に応じた重層的な相談体制を構築しています。

主な支援/対応内容（例）主な相談者像のイメージ（例）設置主体/名称

■ 医療機関に特化した支援機関（社会保険労務士、医業経
営コンサルタント等が配置）として、以下のような支援を実施。
・ 制度や申請手続きに関する説明、助言 等
・ 宿日直許可に関する医療機関向けのセミナーの開催
・ 医療機関からの照会事項を都道府県労働局監督課
へ個別照会（匿名による相談を含む。）
・ 医療機関訪問による個別支援（助言等）
・ 宿日直許可申請時の監督署への同行支援

■ 許可申請を考えている医療機関全般
特に、
・ 監督署に相談する前に、まずは基本的な仕
組みを知りたいと考える医療機関
・ 監督署への相談のハードルが高く、第三者
への相談をしたいと考える医療機関
・ 独自での取組が難しいため、訪問支援等に
より、個別の継続した支援が必要な医療機関

都道府県

医療勤務環境改善支
援センター

（勤改センター）

■ 医療機関の宿日直許可申請の円滑化を図るための相
談窓口として、以下のような支援を実施。
・ 監督署に相談する際の監督署の担当者の紹介
・ 医療機関による監督署等への相談状況を踏まえた個
別支援（助言等）
・ 地域の勤改センターと連携した個別支援

■ 許可申請を考えている医療機関全般
特に、
・ 監督署に相談することに対して不安やためら
いがある医療機関
・ 監督署等に相談しているが、厚生労働省本
省の専門家にも相談してみたい医療機関

厚生労働省

医療機関の宿日直許
可申請に関する相談
窓口

（本省相談窓口）

・ 実際の監督署への提出書類等、申請手続きに関する
説明、助言
・ 医療機関の許可取得に向けた申請に当たっての具体
的な取組についての助言
・ 申請受付、許可/不許可の判断

■ 許可申請を考えている医療機関全般
厚生労働省

労働基準監督署

（監督署）
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本日は、ご説明をお聞き頂きまして、
大変有難うございました。

今後も、更に『働き方改革』への取組
をご推進ください。
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